
空家空地等対策に係る技術的援助等実施要綱 

 

                        平成 28年４月１日  住宅都市局長 決定 

令和８年４月１日 建築住宅局長 全部改正 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、神戸市空家空地対策の推進に関する条例（平成28年６月条

例第３号。以下「条例」という。）第 19条に規定する技術的援助等その他空家

空地対策に係る補助の実施について、神戸市補助金等の交付に関する規則（平

成 27年３月規則第 38号。以下「規則」という。）の定めによるもののほか、必

要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、空家等

対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 26年 法 律 第 127号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）、条例及び規則に定めるところによる。 

 (1) 財産管理人 不在者財産管理人（民法（明治 29年法律第 89号）第 25条第１

項 に 規 定 す る 管 理 人 を い う 。 ） 、 相 続 財 産 清 算 人 （ 同法 第 952条 第 １ 項 に規

定 す る 清 算 人 を い う 。 ） 、 所 有 者 不 明 土 地 管 理 人 （ 同法 第 264条 の ２ 第 ４項

に規定する所有者不明土地管理人をいう。）、所有者不明建物管理人（同法

第 264条 の ８ 第 ４ 項に 規 定 す る 所 有 者 不 明 建 物 管 理 人 をい う 。 ） 、 所 有 者不

明専有部分管理人（建物の区分所有等に関する法律（昭和 37年法律第 69号）

第 46条の２第４項に規定する所有者不明専有部分管理人をいう。）をいう。 

 (2) 生活 保護受給者  生 活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 ６条第１項に規

定する被保護者をいう。 

 (3) 勧告等  法第 13条第１項の指導、法第 13条第２項の勧告、法第22条第１項

の助言若しくは指導若しくは法第 22条第２項の勧告又は条例第 10条第１項の

指導、条例第 10条第２項の勧告、条例第11条第１項の助言若しくは指導若し

くは条例第11条第２項の勧告をいう。 

（補助事業等の内容等） 



第３条 補助事業等の内容並びに補助金等の交付に関する要件及び手続は、次条

から第13条までに定めるもののほか、別表第１から別表第５までのとおりと

する。 

（補助の要件等） 

第４条 この要綱に定める補助を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさ

なければならない。 

 (1) 申請 者 （財産 管 理人 が 申請 者と な る場 合 にお いて は 、財 産 管理 人の 選 任

申立てを行った申立人。次号において同じ。）が法人（法人でない社団又は

財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含み、マンションの管理の適正

化の推進に関する法律（平成 12年法律第 149号）第２条第３号に規定する管

理組合を除く。）でないこと。ただし、別表第３に定める剪定伐採等補助を

受けようとする地域団体及び別表第４に定める剪定伐採等補助（越境型）を

受けようとする者が法人である場合は、この限りでない。 

(2) 補 助 金等 の 交付 の 申 請 を行 う 日が 属 す る 年の 前 年（ 当 該 申 請を 行 う日が

１ 月 １ 日 か ら ５ 月 31日 ま で の 場 合 に あ っ て は 前 々 年 ） に 係 る 申 請 者 （ 個 人

に限る。）の総所得金額が 900万円以下であること。ただし、申請者が次に

掲 げ る 補 助 事 業 等に つ い て 補 助 を 受け よ う と す る 場 合は 、 こ の 限 り で ない 。 

ア  別表第３に定める剪定伐採等補助（同表に定める近隣住民が申請する場

合に限る。） 

イ  別表第４に定める剪定伐採等補助（越境型） 

(3) こ の 要綱 に 定め る 補 助 事業 等 と同 一 の 目 的を 有 する 行 政 機 関に よ る補助

を受けていない又は受ける予定がないこと。 

(4) 法 第 22条 第 ３項 又 は 条 例第 14条第 １ 項 の 規定 に よる 命 令 を 受け た 者でな

いこと。 

(5) 申 請 者及 び 申請 者 と 当 該補 助 事業 等 の 実 施に 係 る契 約 を 締 結し た 者が暴

力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 77号 ） 第

２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 し

くは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（補助金等の交付の申請） 



第５条 この要綱による補助を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第

１号）の提出又は電子情報処理組織（本市の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）と申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により、

市長等に申請しなければならない。 

２  前項の申請は、補助事業等の実施に着手する前にしなければならない。ただ

し、別表第１に定める補助事業等のうち相続人等調査経費について補助を受け

ようとする場合及び別表第５に定める補助事業等について補助を受けようとす

る場合は、この限りでない。 

（補助金等の交付決定） 

第６条 市長等は、前条第１項の申請があったときは、これを審査し、適当と認

めたときは、補助金等の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第２号）

の送付又は電子情報処理組織を使用する方法により申請者に通知するものとす

る。 

２  市長等は、前項の補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付

の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができ

る。 

３  市長等は、第１項の審査の結果、補助金等の交付を不適当と認めたときは、

こ れ を 交 付 し な い旨 を 決 定 し 、 そ の理 由 を 付 し て 、 補助 金 不 交 付 決 定 通知 書

（様式第３号）の送付又は電子情報処理組織を使用する方法により申請者に通

知するものとする。 

４  申請者は、別表第１（同表中解体除却経費に係る部分に限る。）から別表第

４までに定める補助事業等を実施しようとするときは、第１項の規定による決

定の通知を受けた後に、当該補助事業等の実施に係る請負契約等を締結しなけ

ればならない。 

（申請内容の変更） 

第７条 申請者は、第５条の申請内容を変更するときは、補助金交付内容変更承

認申請書（様式第４号）の提出又は電子情報処理組織を使用する方法により、

市長等に申請しなければならない。 



２ 市長等は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、

補助金等の交付決定を変更し、補助金交付決定変更通知書（様式第５号）の送

付又は電子情報処理組織を使用する方法により申請者に通知するものとする。 

３  市長等は、前項の審査の結果、申請内容の変更が不適当と認めたときは、理

由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、第６条第１項の規定による決定の通知を受けた後に、第５条

の申請を取り下げるときは、速やかに補助事業等中止（廃止）申請書（様式第

６号）の提出又は電子情報処理組織を用いる方法により、市長等に申請しなけ

ればならない。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長等は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 前条の規定による申請があったとき。 

(2) 正当な事由なく、次条の規定による報告がないとき。 

(3) 規則第 19条第１項各号のいずれかに該当するとき。 

２  前項の規定は、補助事業等について補助金等の交付額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

３  市長等は、第１項の規定による取消しをしたときは、申請者に対し、速やか

に、補助金交付決定取消通知書（様式第７号）の送付又は電子情報処理組織を

使用する方法により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 10条  申請者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の完了の日から起

算して30日を経過した日又は交付申請を行った日の属する年度の３月10日（同

日が開庁日ではない場合は翌開庁日。以下同じ。）のいずれか早い日までに、

補助事業等完了実績報告書（様式第８号）の提出又は電子情報処理組織を用い

る方法により、市長等に報告しなければならない。 

２  前項の規定は、別表第１に定める補助事業等（同表中相続人等調査経費に関

する部分に限る。）及び別表第５に定める補助事業等には、適用しない。 



（補助金等の交付額の確定） 

第 11条  市長等は、前条の報告を受けた場合においては、補助事業等の成果が補

助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、

適合すると認めるときは、補助金等の交付額を確定し、補助金交付額確定通知

書（様式第９号）の送付又は電子情報処理組織を使用する方法により申請者に

通知するものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、別表第５に定める補助事業等については、第６条

第１項の交付の決定をした時に、補助金等の交付額を確定し、申請者に通知す

るものとする。 

３  市長等は、第１項の規定により確定した補助金等の交付額が、補助金等の交

付の決定における交付予定額と同額である場合は、第１項の規定による通知を

省略することができる。 

（補助金等の交付の請求） 

第 12条  申請者は、前条の規定により確定した補助金等の交付を受けようとする

ときは、補助金交付請求書（様式第10号）の提出又は電子情報処理組織を用い

る方法により、市長等に請求しなければならない。 

２  申請者が、補助金等の受領を第三者に委任する場合においては、前項の請求

にあわせて、補助金受領委任状（様式第11号）を市長等に提出しなければなら

ない。 

（補助金等の返還） 

第 13条  市長等は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業

等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期

限を定めて、補助金返還命令書（様式第12号）の送付又は電子情報処理組織を

使用する方法により、その返還を命ずるものとする。 

（施行細目） 

第 14条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、

建築住宅局長が定める。 

附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表第１～３ （省略） 

 

別表第４  剪定伐採等補助（越境型） 

１．補助事業等の内容及び補助金等の交付に関する要件 

(1)対象経費 特定 空家等、特定類似 空家等、管理不全 空家等、管理不全 類

似空家等、特定空地又は管理不全空地等（以下この表において

「対象空家 空地等」という 。）のうち、本市が所 有者を調査 し

た結果、所有者不明であることが判明した等の理由により、法

に基づく指導又は条例に基づく助言若しくは指導を行うことが

で き な い も の に つ い て 、 そ の 隣 接 す る 土 地 の 所 有 者 が 民 法 第

233条 の 規 定 に 基 づ き 、 対 象 空 家 空 地 等 か ら 越 境 す る 立 木 竹

（当該隣接する土地の地盤面からの高さが概ね５メートルを超

えるものに限る。）を剪定する場合に要する経費 

(2)申請者 対象空家空地等に隣接する土地の所有者 

(3)補助額 対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に 1,000円未満の

端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額）又は60

万円のいずれか低い額 

(4)利用限度 申請 者が過去にこの表 による補助を受け ている場合におい て

は、その交付決定の日から５年を経過した日が属する年度の末

日までは、再度の申請をすることができない。 

(5) 補 助 金 の 返

還 

補助 金の交付後に、所 有者を確知できた 等の事情から剪定 に

要した費用の全部又は一部を回収できた場合においては、速や

かにこれを市長に報告し、回収した金額に相当する補助金を返

還しなければならない。 

２．補助金等の交付に関する手続き 

(1)交付の申請 ①  申請書類 

補助金交付申請書（様式第１号） 

②  添付書類 



(ア ) 土地又は建物の登記事項証明書 

(イ ) 位置図 

(ウ ) 現況写真（剪定を行う立木竹を明示したもので、１か月

以内に撮影されたもの。） 

(エ ) 見積書の写し（内訳書を含む。） 

(オ ) その他市長等が必要と認める書類 

(2)実績報告 ①  報告期限 

立 木竹の越 境部分の 剪定が完 了した日 から起算 して 30日 を

経過 した日又は補助金 の交付の申請を行 った日が属する年 度

の３月10日のいずれか早い日 

②  報告書類 

補助事業等完了実績報告書（様式第８号） 

③  添付書類 

(ア ) 領収書又はそれに代わる証明の写し 

(イ ) 立木竹の剪定後の写真 

(ウ ) その他市長等が必要と認める書類 

(3)交付の請求 (ア ) 補助金交付請求書（様式第10号） 

(イ ) 受領委任状（様式第11号）（補助金等の受領を第三者に委

任する場合に限る。） 

 

別表第５  （省略） 

 


